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(57)【要約】
【課題】例えば他の車両においてその現在位置が地図デ
ータとの関係で特定できない場合でも注意喚起情報を自
車において認識することが可能な情報処理装置を提供す
る。
【解決手段】車両に搭載され、且つ他の車との間で無線
通信による情報の授受が可能な端末装置ＳＳａにおいて
、地図情報を取得すると共に、他の車両の現在位置を示
す位置情報と、他の車両が過去に移動してきた際の位置
の履歴を示す履歴情報と、を取得するインターフェース
１と、地図情報と、位置情報及び履歴情報と、に基づい
て、他の車両Ｃが移動している道路を決定し、決定され
た道路に基づいて注意喚起情報を報知する処理部１０と
、を備える。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　移動体で利用され、且つ他の移動体との間で無線通信による情報の授受が可能な情報処
理装置において、
　地図情報を取得する第１取得手段と、
　前記他の移動体の現在位置を示す位置情報と、前記他の移動体が過去に移動してきた際
の位置の履歴を示す履歴情報と、を取得する第２取得手段と、
　前記取得された地図情報と、取得された前記他の移動体の位置情報及び履歴情報と、に
基づいて、前記他の移動体が移動している移動路を決定する決定手段と、
　前記情報処理装置が利用される前記移動体の現在位置を示す位置情報を取得する第３取
得手段と、
　前記決定された移動路と、前記第２取得手段によって取得された前記他の移動体の位置
情報と、前記第３取得手段によって取得された前記情報処理装置が利用される前記移動体
の位置情報と、に基づいて注意喚起情報を報知する報知手段と、
　を備えることを特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の情報処理装置において、
　前記第２取得手段によって取得された前記他の移動体の位置情報及び前記取得された地
図情報に基づいて、前記他の移動体の位置に関連する前記移動路の数を判定する判定手段
を更に備え、
　前記決定手段は、
　前記判定手段によって前記数が一と判定された場合、当該数が判定された前記移動路を
前記他の移動体が移動している前記移動路であると決定し、
　前記判定手段によって前記数が二以上と判定された場合、前記取得された履歴情報に基
づいて前記他の移動体が移動している前記移動路を決定することを特徴とする情報処理装
置。
【請求項３】
　請求項２に記載の情報処理装置において、
　前記判定手段によって前記数が一と判定された場合において、当該数が判定された前記
移動路から前記他の移動体の現在位置に対応した位置に至る移動路の数を判定する第２判
定手段を更に備え、
　前記報知手段は、前記第２判定手段によって判定された数が二以上である場合、前記注
意喚起情報に代えて、当該注意喚起情報とは異なり且つ前記他の移動体の現在位置の特定
が不要な第２注意喚起情報を報知することを特徴とする情報処理装置。
【請求項４】
　請求項１から請求項３のいずれか一項に記載の情報処理装置において、
　前記決定手段により前記他の移動体が移動していると決定された前記移動路を示した地
図を表示する表示手段を更に備えることを特徴とする情報処理装置。
【請求項５】
　移動体で利用され、且つ他の移動体との間で無線通信による情報の授受が可能な情報処
理装置において実行される情報処理方法において、
　地図情報を取得する第１取得工程と、
　前記他の移動体の現在位置を示す位置情報と、前記他の移動体が過去に移動してきた際
の位置の履歴を示す履歴情報と、を取得する第２取得工程と、
　前記取得された地図情報と、取得された前記他の移動体位置情報及び履歴情報と、に基
づいて、前記他の移動体が移動している移動路を決定する決定工程と、
　前記情報処理装置が利用される前記移動体の現在位置を示す位置情報を取得する第３取
得工程と、
　前記決定された移動路と、前記第２取得手段によって取得された前記他の移動体の位置
情報と、前記第３取得手段によって取得された前記情報処理装置が利用される前記移動体
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の位置情報と、に基づいて注意喚起情報を報知する報知工程と、
　を含むことを特徴とする情報処理方法。
【請求項６】
　移動体で利用され、且つ他の移動体との間で無線通信による情報の授受が可能な情報処
理装置に含まれるコンピュータを、
　地図情報を取得する第１取得手段、
　前記他の移動体の現在位置を示す位置情報と、前記他の移動体が過去に移動してきた際
の位置の履歴を示す履歴情報と、を取得する第２取得手段、
　前記取得された地図情報と、取得された前記他の移動体位置情報及び履歴情報と、に基
づいて、前記他の移動体が移動している移動路を決定する決定手段、
　前記情報処理装置が利用される前記移動体の現在位置を示す位置情報を取得する第３取
得手段、及び、
　前記決定された移動路と、前記第２取得手段によって取得された前記他の移動体の位置
情報と、前記第３取得手段によって取得された前記情報処理装置が利用される前記移動体
の位置情報と、に基づいて注意喚起情報を報知する報知手段、
　として機能させることを特徴とする情報処理用プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は、情報処理装置、情報処理方法及び情報処理用プログラムの技術分野に属し、よ
り詳細には、移動する車両に関する処理を行う情報処理装置及び情報処理方法、並びに当
該情報処理装置用のプログラムの技術分野に属する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、通信可能な距離にある二台以上の車両間において通信を行い、例えば安全運転の
ための注意喚起の精度を向上させること等が検討されている。なお以下の説明において、
通信可能な距離にある二台以上の車両間の通信を、単に「車車間通信」と称する。このよ
うな車車間通信についての従来技術を開示する文献としては、例えば下記特許文献１が挙
げられる。この特許文献１記載の従来技術では、車車間通信により他の車両に関する情報
を取得すると共に、自分の車両（以下、「自車」と称する）が進入する交差点を特定し、
衝突する可能性のある他の車両を特定する構成とされており、更に地図画面上に自車と他
の車両の位置を表示する構成とされている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－３２３１８５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記特許文献１に開示されている従来技術では、例えば一般道と高架道
とが並進している場合など、他の車両の周辺に複数の道路が存在している場合、車車間通
信の対象とはなるが地図データを自らは記録してない他の車両については、当該他の車両
がいずれの道路を走行しているかを車車間通信により自車が認識することはできない。そ
してこの場合、自車が進入しようとしている例えば交差点で交差する他の道路を他の車両
が走行しているかどうかが事前には判らないので、結果的に衝突の可能性の正確な報知が
できないという問題点があった。
【０００５】
　そこで本願は、上記の各問題点に鑑みて為されたもので、その課題の一例は、例えば他
の車両においてその現在位置が地図データとの関係で特定できない場合でも注意喚起情報
を自車において認識することが可能な情報処理装置及び情報処理方法、並びに当該情報処
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理用のプログラムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記の課題を解決するために、請求項１に記載の発明は、移動体で利用され、且つ他の
移動体との間で無線通信による情報の授受が可能な情報処理装置において、地図情報を取
得するインターフェース等の第１取得手段と、前記他の移動体の現在位置を示す位置情報
と、前記他の移動体が過去に移動してきた際の位置の履歴を示す履歴情報と、を取得する
インターフェース等の第２取得手段と、前記取得された地図情報と、取得された前記他の
移動体の位置情報及び履歴情報と、に基づいて、前記他の移動体が移動している移動路を
決定する決定部等の決定手段と、前記情報処理装置が利用される前記移動体の現在位置を
示す位置情報を取得するインターフェース等の第３取得手段と、前記決定された移動路と
、前記第２取得手段によって取得された前記他の移動体の位置情報と、前記第３取得手段
によって取得された前記情報処理装置が利用される前記移動体の位置情報と、に基づいて
注意喚起情報を報知する報知部等の報知手段と、を備える。
【０００７】
　上記の課題を解決するために、請求項５に記載の発明は、移動体で利用され、且つ他の
移動体との間で無線通信による情報の授受が可能な情報処理装置において実行される情報
処理方法において、地図情報を取得する第１取得工程と、前記他の移動体の現在位置を示
す位置情報と、前記他の移動体が過去に移動してきた際の位置の履歴を示す履歴情報と、
を取得する第２取得工程と、前記取得された地図情報と、取得された前記他の移動体位置
情報及び履歴情報と、に基づいて、前記他の移動体が移動している移動路を決定する決定
工程と、前記情報処理装置が利用される前記移動体の現在位置を示す位置情報を取得する
第３取得工程と、前記決定された移動路と、前記第２取得手段によって取得された前記他
の移動体の位置情報と、前記第３取得手段によって取得された前記情報処理装置が利用さ
れる前記移動体の位置情報と、に基づいて注意喚起情報を報知する報知工程と、を含む。
【０００８】
　上記の課題を解決するために、請求項６に記載の発明は、移動体で利用され、且つ他の
移動体との間で無線通信による情報の授受が可能な情報処理装置に含まれるコンピュータ
を、地図情報を取得する第１取得手段、前記他の移動体の現在位置を示す位置情報と、前
記他の移動体が過去に移動してきた際の位置の履歴を示す履歴情報と、を取得する第２取
得手段、前記取得された地図情報と、取得された前記他の移動体位置情報及び履歴情報と
、に基づいて、前記他の移動体が移動している移動路を決定する決定手段、前記情報処理
装置が利用される前記移動体の現在位置を示す位置情報を取得する第３取得手段、及び、
前記決定された移動路と、前記第２取得手段によって取得された前記他の移動体の位置情
報と、前記第３取得手段によって取得された前記情報処理装置が利用される前記移動体の
位置情報と、に基づいて注意喚起情報を報知する報知手段、として機能させる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】実施形態に係る情報処理装置の概要構成を示すブロック図である。
【図２】実施例に係る車車間通信システムの概要構成を示すブロック図である。
【図３】実施例に係る端末装置の概要構成を示すブロック図である。
【図４】実施例に係る走行支援処理を示すフローチャートである。
【図５】実施例に係る走行支援処理を例示する概念図（Ｉ）であり、（ａ）は第一例を示
す図であり、（ｂ）は第二例を示す図である。
【図６】実施例に係る走行支援処理を例示する概念図（II）であり、（ａ）は第三例を示
す図であり、（ｂ）は第四例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　次に、本願を実施するための形態について、図１を用いて説明する。なお図１は、実施
形態に係る情報処理装置の概要構成を示すブロック図である。
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【００１１】
　図１に示すように、実施形態に係る情報処理装置Ｓは、移動体で利用され、且つ他の移
動体との間で無線通信による情報の授受が可能な情報処理装置であり、第１取得手段１と
、第２取得手段２と、決定手段３と、報知手段４と、第３取得手段５と、を備えている。
なおこの場合、「車両」とは、自動車、二輪車、自転車等の移動手段を指す。この点は、
以下の実施例においても同様である。
【００１２】
　この構成において第１取得手段１は、地図情報を取得する。また第２取得手段２は、他
の移動体の現在位置を示す位置情報と、他の移動体が過去に移動してきた際の位置の履歴
を示す履歴情報と、を取得する。
【００１３】
　これにより決定手段３は、第１取得手段１により取得された地図情報と、第２取得手段
２により取得された位置情報及び履歴情報と、に基づいて、他の移動体が移動している移
動路を決定する。
【００１４】
　一方第３取得手段５は、情報処理装置Ｓが利用される移動体の現在位置を示す位置情報
を取得する。
【００１５】
　そして報知手段４は、決定手段３により決定された移動路と、第２取得手段２によって
取得された他の移動体の位置情報と、第３取得手段５によって取得された情報処理装置Ｓ
が利用される移動体の位置情報と、に基づいて注意喚起情報を報知する。
【００１６】
　以上説明したように、実施形態に係る情報処理装置Ｓの動作によれば、地図情報と、位
置情報及び履歴情報と、に基づいて、他の車両が移動している移動路を決定し、その移動
路及び各位置情報に基づいて注意喚起情報を報知する。よって、例えば他の車両の現在位
置が地図情報との関係で特定できない場合でも注意喚起情報を認識することができる。
【実施例】
【００１７】
　次に、上述した実施形態に対応する具体的な実施例について、図２乃至図６を用いて説
明する。なお以下に説明する実施例は、車両にそれぞれ搭載された端末装置により当該車
両の走行を支援する車車間通信システムに対して実施形態を適用した場合の実施例である
。
【００１８】
　また、図２は実施例に係る車車間通信システムの概要構成を示すブロック図であり、図
３は実施例に係る端末装置の概要構成を示すブロック図である。更に、図４は実施例に係
る走行支援処理を示すフローチャートであり、図５及び図６は当該走行支援処理をそれぞ
れ例示する概念図である。このとき図３では、図１に示した実施形態に係る情報処理装置
Ｓにおける各構成部材に対応する実施例の構成部材それぞれについて、当該情報処理装置
Ｓにおける各構成部材と同一の部材番号を用いている。
【００１９】
　図２に示すように、実施例に係る車車間通信システムＣＳは、それぞれが車両Ｃに搭載
された端末装置ＳＳであって、アンテナＡＴを介した直接の無線通信を介した相互接続に
より種々のデータの授受が可能とされている端末装置ＳＳにより構成されている。ここで
車車間通信システムＣＳを構成する端末装置ＳＳには、それ自体が案内用の地図データを
記録している実施例に係る端末装置ＳＳａと、それ自体は当該地図データを記録していな
い端末装置ＳＳｂと、が含まれている。なお以下の説明において、端末装置ＳＳａと端末
装置ＳＳｂに共通の事項を説明する場合には、単に「端末装置ＳＳ」と示す。
【００２０】
　次に、実施例に係る端末装置ＳＳａについて、図３を用いてその構成及び概要動作を説
明する。
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【００２１】
　図３に示すように、実施例に係る端末装置ＳＳａは、アンテナＡＴに接続されたインタ
ーフェース１と、ＣＰＵ、ＲＯＭ（Read Only Memory）及びＲＡＭ（Random Access Memo
ry）等からなり且つ本願に係る「判定手段」の一例及び「第２判定手段」の一例にそれぞ
れ相当する処理部１０と、揮発性領域及び不揮発性領域を有し上記案内用の地図データ等
が記録されている記録部１１と、操作ボタン又はタッチパネル等からなる操作部１２と、
端末装置ＳＳを備える車両Ｃの現在位置や進行方向、又は速度や走行距離を検出するため
の各種センサ等からなるセンサ部１３と、端末装置ＳＳａによる案内処理として必要な案
内画像や地図画像等を表示するための液晶ディスプレイ等からなり且つ本願に係る「表示
手段」の一例に相当するディスプレイ１４と、により構成されている。このときインター
フェース１が、実施形態に係る第１取得手段１の一例、第２取得手段２の一例及び第３取
得手段５の一例に、それぞれ相当する。
【００２２】
　また処理部１０は、実施形態に係る決定手段３の一例に相当する決定部３と、実施形態
に係る報知手段４の一例に相当する報知部４と、により構成されている。このとき、決定
部３及び報知部４はそれぞれ、処理部１０を構成するハードウェアロジック回路により実
現されるものであってもよいし、後述する走行支援処理用プログラムを処理部１０が読み
出して実行することによりソフトウェア的に実行されるものであってもよい。更に、イン
ターフェース１並びに処理部１０の決定部３及び報知部４により、実施形態に係る情報処
理装置Ｓの一例を構成している（図３破線参照）。
【００２３】
　以上の構成においてインターフェース１は、処理部１０の制御の下、他の端末装置ＳＳ
との間のデータの授受を制御する。また記録部１１は、実施例に係る走行支援処理を処理
部１０が実行するに当たって必要なデータ等を一時的に記憶すると共に、上記地図データ
等を記憶し、必要に応じてそれぞれ読み出させる。更にセンサ部１３は、例えば自立的に
或いはＧＰＳ（Global Positioning System）航法衛星からの航法電波を受信する等の手
法により、端末装置ＳＳの現在位置を検出し、当該現在位置を示す現在位置データを処理
部１０に出力する。またセンサ部１３は、車両Ｃの速度、進行方向及び走行距離等を自立
的に検出し、当該速度を示す速度データ等を処理部１０に出力する。更に操作部１２は、
端末装置ＳＳとしての動作（実施例に係る走行支援処理の動作又は案内処理の動作等）を
指定するための操作等が実行されることにより、当該操作等に対応する操作信号を処理部
１０に出力する。これらにより処理部１０は、必要な情報又は地図画像等をディスプレイ
１４に表示しつつ、上記案内処理及び実施例に係る走行支援処理を実行する。このとき、
処理部１０の決定部３及び報知部４が中心となって、当該走行支援処理を実行する。
【００２４】
　次に、実施例に係る走行支援処理について、より具体的に図３乃至図６を用いて説明す
る。なお実施例に係る走行支援処理は、例えば操作部１２における開始操作が行われたこ
とをトリガとして開始される。また以下の説明において、図３乃至図６に示す走行支援処
理が実行される端末装置ＳＳａが搭載されている車両Ｃを「自車Ｃ０」と示す。更に、自
車Ｃ０以外の後述する他の車両Ｃを、車両Ｃ１、車両Ｃ２、車両Ｃ３、…、車両Ｃｎ（ｎ
は自然数）と示す。なお、自車Ｃ０乃至車両Ｃｎについて共通の事項を説明する場合には
、単に「車両Ｃ」と示す。
【００２５】
　即ち実施例に係る走行支援処理は図４に示すように、例えば上記開始操作が行われると
処理部１０は先ず、インターフェース１及びアンテナＡＴを介した他の車両Ｃｎの端末装
置ＳＳａ又は端末装置ＳＳｂとの間の直接の無線通信（車車間通信）により、当該走行支
援処理に必要なデータを取得する（ステップＳ１）。このステップＳ１により地図データ
を有する他の端末装置ＳＳａから取得されるデータには、例えば送信元識別データ、宛先
識別データ、現在位置データ、種別データ、形状データ、交差点データ及び軌跡データ等
が含まれている。このとき送信元識別データは、当該他の端末装置ＳＳが搭載されている
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車両Ｃを他の車両Ｃから識別するためのデータである。また宛先識別データは、送信先（
宛先）である端末装置ＳＳａが搭載されている自車Ｃ０を他の車両Ｃｎから識別するため
のデータである。更に現在位置データは、他の端末装置ＳＳａが搭載されている車両Ｃｎ
の現在位置を示すデータである。また種別データは、当該車両Ｃｎが現在走行している道
路の種別（例えば、一般道路を走行しているか、或いは高速道を走行しているか等の種別
）を示すデータである。更に形状データは、当該車両Ｃｎが現在走行している道路の形状
を例えばいわゆるリンクデータ及びノードデータ等により示すデータである。また交差点
データは、当該車両Ｃｎが現在走行している道路において進行方向直近にある交差点の位
置、その交差点までの距離及び方位、その交差点の形状、その交差点における信号の有無
等を示すデータである。更に軌跡データは、当該車両Ｃｎの走行履歴（走行軌跡）を示す
データである。なお上記種別データ、形状データ及び交差点データは、端末装置ＳＳａが
搭載されている車両Ｃｎが案内処理用の地図データを記録していることに起因して送信さ
れてくる。
【００２６】
　これに対して、このステップＳ１により地図データを有さない他の端末装置ＳＳｂから
取得されるデータには、例えば送信元識別データ、宛先識別データ、現在位置データ及び
軌跡データ等が含まれており、端末装置ＳＳａから送信されてくるデータと比較して、地
図データ等が記録されていることに起因して送信されてくるデータは含まれない。
【００２７】
　ステップＳ１において各種データの受信が開始されると、処理部１０は次に、当該各種
データの送信元たる他の車両Ｃｎの端末装置ＳＳが、道路データを含む地図データ等を記
録している端末装置ＳＳａであるか否かを判定する（ステップＳ２）。ステップＳ２の判
定において、送信元たる他の車両Ｃｎの端末装置ＳＳが地図データ等を記録している端末
装置ＳＳａである場合（ステップＳ２；ＹＥＳ）、処理部１０は、当該端末装置ＳＳａか
ら送信されてきた（ステップＳ１参照）上記種別データ及び形状データ等を用いて、その
車両Ｃｎの現在位置やそれが走行している道路を特定すると共に、例えば当該車両Ｃｎの
位置を示す位置データをその道路データにマッチングさせる等の処理を行い（ステップＳ
３）、その後後述するステップＳ１０に移行する。
【００２８】
　一方、ステップＳ２の判定において、送信元たる他の車両Ｃｎの端末装置ＳＳが地図デ
ータ等を記録している端末装置ＳＳａでない（即ち、端末装置ＳＳｂである）場合（ステ
ップＳ２；ＮＯ）、処理部１０の決定部３は、自車Ｃ０の記録部１１に記録されている地
図データと他の車両Ｃｎの現在位置とを比較して、当該他の車両Ｃｎの現在位置付近に複
数の道路があるか否かを判定する（ステップＳ４）。ステップＳ４の判定において他の車
両Ｃｎの現在位置付近に道路が一本しかない場合（ステップＳ４；ＮＯ）、決定部３はそ
の道路を他の車両Ｃｎに対応した（即ち、当該車両Ｃｎが走行している）道路であると特
定すると共に、例えば当該車両Ｃｎの位置を示す位置データをその道路データにマッチン
グさせる等の処理を行い（ステップＳ５）、後述するステップＳ１０に移行する。
【００２９】
　ここで、ステップＳ５に係る上記「付近」であるが、これについては、例えば従来の車
車間通信システムに係る規格により定められている「誤差見積もり量」の範囲を上記「付
近」の最大値としてこの範囲内でステップＳ４に係る判定を行ってもよい。また、当該範
囲に一定値（たとえば１０メートル等）を加えた値を「付近」の最大値としてもよいし、
或いは例えば２０メートル等の固定値を当該付近の範囲（最大値）値としてもよい。また
例えば、上記規格として、車車間通信により授受されるデータに、上記現在位置データに
加えて、「誤差見積もり量」として例えば「水平方向の誤差２０メートル」といったデー
タが含まれているが、この誤差範囲内に複数の道路があれば、これによりステップＳ４の
判定を行うように構成することができる。更に、この誤差見積もり量（例として「水平方
向２０メートル」）に一定範囲（例えば１０メートル）を加えた値を用いてもよいし、或
いは、この誤差見積もり量とは別に自車Ｃ０の端末装置ＳＳａで予め設定された固定値（



(8) JP 2015-197760 A 2015.11.9

10

20

30

40

50

例えば、１５メートル）を利用してもよい。
【００３０】
　更に、上記ステップＳ４及びステップＳ５が実行された場合、例えば図５（ａ）に示す
ように、自車Ｃ０が走行している道路Ｒ２に対して交差点ＣＲを介して交差している道路
Ｒ１を走行している車両Ｃ１（それに搭載されている端末装置ＳＳは地図データ等が記録
されていない端末装置ＳＳｂである）が走行している道路を道路Ｒ１と確定し（図４ステ
ップＳ５参照）、例えば誤った現在位置Ｃ１’を正しい現在位置Ｃ１にマッチングさせる
。
【００３１】
　一方、上記ステップＳ４の判定において他の車両Ｃｎの現在位置付近に道路が二本以上
ある場合（ステップＳ４；ＹＥＳ）、決定部３は次に、車両Ｃｎから送信されてくるデー
タの中に過去の移動履歴を示す上記軌跡データが含まれているか否かを判定する（ステッ
プＳ６）。ステップＳ６の判定において軌跡データが含まれている場合（ステップＳ６；
ＹＥＳ）、決定部３は次に、直近の軌跡データの位置付近に複数の道路があるか否かを判
定する（ステップＳ８）。このステップＳ８の判定における「付近」の意義も、上記ステ
ップＳ４の場合と同様である。ステップＳ８の判定において、現在対象としている軌跡デ
ータの付近に二本以上の道路がある場合（ステップＳ８；ＹＥＳ）、決定部３は、軌跡デ
ータを更に過去に遡って付近の道路の数を判定すべく、上記ステップＳ６の判定に戻る。
一方ステップＳ８の判定において、現在対象としている軌跡データの付近に道路が一本し
かない場合（ステップＳ８；ＮＯ）、決定部３は次に、軌跡データにより示される道路か
ら他の車両Ｃｎの現在位置に至る接続道路が一本であるか否かを判定する（ステップＳ９
）。このとき、上記ステップＳ６；ＹＥＳ→ステップＳ８；ＹＥＳ→ステップＳ６の処理
が繰り返されることにより、図５（ｂ）に例示するように、例えば他の車両Ｃ１の過去の
位置Ｃ１Ｐｍ（ｍは自然数）が、軌跡データとして、その周辺の道路Ｒ１が一本のみとな
るまで遡られることになる。即ち図５（ｂ）に例示する場合では、過去の位置Ｃ１Ｐ１か
ら、過去の位置Ｃ１Ｐ２→過去の位置Ｃ１Ｐ３と遡られることになる。そして、ステップ
Ｓ８の判定が「ＹＥＳ」となった時点で対象とされている過去の位置Ｃ１Ｐｍが含まれて
いる道路Ｒ１が、過去のその時点で車両Ｃｎが走行していた道路であると決定される。
【００３２】
　ここで、例えば図５（ｂ）に例示する高速道路Ｈと道路Ｒ１とが長距離に渡って並行し
ている場合、例えば一度に処理しなければならない他の車両Ｃｎの数と処理部１０におけ
る処理能力等を鑑みて、それに対応した数の軌跡データを遡った時点で処理を終了する（
打ち切る）ように構成するのが好ましい。このとき、車車間通信の規格において、例えば
１００ミリ秒毎に現在位置データを授受することとされている場合に、車車間通信でデー
タを送信してきた車両Ｃｎが十台ある場合には、一台につき１０ミリ秒の処理時間を使え
ることになることから、逆に１０ミリ秒以内で図５（ｂ）に例示する処理が終了しなかっ
た場合、その処理を打ち切るのが好適である。これに対し、車車間通信でデータを送信し
てきた車両が一台のみの場合には、一台につき１００ミリ秒の処理時間が使えることにな
るので、当該１００ミリ秒以内で処理が終了しなかった場合、その処理を打ち切ればよい
。
【００３３】
　次に、上記ステップＳ９の判定において、軌跡データにより示される道路から他の車両
Ｃｎの現在位置に至る接続道路が一本である場合（ステップＳ９；ＹＥＳ）、決定部３は
、軌跡データを用いて決定された道路（図５（ｂ）に例示する場合は道路Ｒ１）上を引き
続き車両Ｃｎが走行した結果、その現在位置も道路Ｒ１上にあると判定し、その現在位置
を自車Ｃ０上において報知することにより、自車Ｃ０の使用者（運転者又は同乗者。以下
同様。）に対して車両Ｃｎに関する注意喚起等の報知を行い（ステップＳ１０）、その後
後述するステップＳ１１に移行する。このとき決定部３は、例えば図６（ａ）に示すよう
に、例えば過去の位置Ｃ１Ｐ１におけるマッチングを過去の位置Ｃ１’Ｐ１から過去の位
置Ｃ１Ｐ１に行った後、継続的に道路Ｒ１に対するマッチングを、例えば現在位置Ｃ１’
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から道路Ｒ１上の正しい現在位置Ｃ１にマッチングさせるまで継続する。また、上記ステ
ップＳ１０に係る報知を行う実際のタイミングとしては、例えば、自車Ｃ０が右折する際
に他の車両Ｃｎが対向車線を直進してくる場合、自車Ｃ０の近くに歩行者用の交差点があ
る場合、自車Ｃ０と他の車両Ｃｎとが交差点で出会い頭になるタイミングで進行している
場合、工事車両としての車両Ｃｎが近付いている場合、自車Ｃ０が左折する際に巻き込む
可能性のある車両Ｃｎ（例えばバイク）がある場合、又は、緊急車両としての車両Ｃｎが
接近している場合等が挙げられる。更に、上記ステップＳ１０に係る報知の内容としては
、例えば、事故に至る可能性のある信頼度の高い情報を表示し、例えば「右折時に直進他
車両が接近」、「右から車両が来る」といった割り込み情報や、「今すぐブレーキを踏む
」といった操作指示や、車両Ｃｎの現在位置を示す位置マークを地図上に重畳してディス
プレイ１４上に表示させる情報表示が挙げられる。
【００３４】
　一方上記ステップＳ９の判定において、軌跡データにより示される道路から他の車両Ｃ
ｎの現在位置に至る接続道路が二本以上ある場合（ステップＳ９；ＮＯ）、例えば図６（
ｂ）に示すインターチェンジＩＣの如く、車両Ｃｎとして現在道路Ｒ１上を走行している
か高速道路Ｈ上を走行しているかが判別できないことになる。よってこの場合報知部４は
、車両Ｃｎの現在位置を用いた報知（警告）は行わず、例えば、即座に事故には至るか否
かが明確に判別できない場合などに使用者に判断させるための情報表示を行い、例えば「
自車Ｃ０に接近してくる車両Ｃ１あり」といった情報提供や、他車の位置を地図上に表示
する等のみを行う（ステップＳ７）。
【００３５】
　その後処理部１０は、例えば端末装置ＳＳａの電源がオフとされたり、或いは自車Ｃ０
が目的地に到達した等の理由により、実施例に係る走行支援処理を終了するか否かを判定
する（ステップＳ１１）。ステップＳ１１の判定において引き続き走行支援処理を実施す
る場合（ステップＳ１１；ＮＯ）、処理部１０は上記ステップＳ１に戻る。一方ステップ
Ｓ１１の判定において実施例に係る走行支援処理を終了する場合（ステップＳ１１；ＹＥ
Ｓ）、処理部１０はそのまま当該走行支援処理を終了する。
【００３６】
　なお、上記ステップＳ６の判定において車両Ｃｎからのデータに軌跡データが含まれて
いない場合（ステップＳ６；ＮＯ）も、決定部３は上記ステップＳ７に移行する。
【００３７】
　以上それぞれ説明したように、実施例に係る車車間通信システムＣＳの動作によれば、
地図データと、現在位置データ及び軌跡データと、に基づいて、他の車両Ｃｎが走行して
いる道路Ｒ１を決定し、その道路Ｒ１に基づいて、端末装置ＳＳａが搭載されている自車
Ｃ０と他の車両Ｃとの関係に関する報知等を行う（図４ステップＳ１０、ステップＳ７参
照）。よって、例えば他の車両Ｃｎの現在位置がその地図データとの関係で特定できない
場合でも、当該他の車両Ｃｎとの関係を使用者が認識することができる。
【００３８】
　また、現在位置データ及び地図データに基づいて他の車両Ｃｎの位置に関連する道路の
数を判定し、その数が一と判定された場合（図５（ａ）参照）、当該判定された道路Ｒ１
を他の車両Ｃが移動している道路Ｒ１であると決定する。また、その数が二以上と判定さ
れた場合、軌跡データに基づいて他の車両Ｃｎが走行している道路Ｒ１を決定する（図５
（ｂ）参照）。よって、他の車両Ｃｎの現在位置に関連する道路が二以上ある場合でも、
軌跡データに基づいて他の車両Ｃｎが移動している道路Ｒ１を決定することができる。
【００３９】
　更に、他の車両Ｃｎの位置に関連する道路の数が一と判定された場合において、当該数
が判定された道路から他の車両Ｃｎの現在位置に対応した位置に至る道路の数が二以上で
ある場合、他の車両Ｃｎの現在位置の特定が不要な情報提供等のみを報知する（図４ステ
ップＳ７参照）。よって、他の車両Ｃｎの現在位置が特定できない場合でも、最低限の情
報提供等をすることができる。
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【００４０】
　更にまた、他の車両Ｃｎが走行していると決定された道路Ｒ１を示した地図をデュスプ
レイ１４に表示する場合には、他の車両Ｃｎとの関係を明確に認識することができる。
【００４１】
　また上述した実施例では、車車間通信を用いる車車間通信システムＣＳに対して本願を
適用した場合について説明したが、これ以外に、例えばインターネット等のネットワーク
を介して（即ち、所定のサーバ装置を介して）車両Ｃ間のデータの授受を行う通信システ
ムに対して本願を適用することも可能である。この場合には、上記送信元識別データ等を
用いて各端末装置ＳＳが互いを識別しつつ、データの授受を行うことになる。
【００４２】
　更に上述した実施例では、車車間通信を用いる車車間通信システムＣＳに対して本願を
適用した場合について説明したが、これ以外に、例えば実施形態に係る移動体の一例とし
ての人が携帯する携帯型情報端末装置（いわゆるスマートフォンを含む）間で通信を行い
つつ、その携帯型情報端末装置を携帯する人の移動を支援するシステムに対して本願を適
用することも可能である。この場合には、互いを識別する識別データ等を用いて互いを識
別しつつ、携帯型情報端末装置間において必要なデータの授受を行うことになる。
【００４３】
　更にまた、図４に示したフローチャートに相当する走行支援用プログラムを、光ディス
ク又はハードディスク等の記録媒体に記録しておき、或いはインターネット等のネットワ
ークを介して取得しておき、これを汎用のマイクロコンピュータ等に読み出して実行する
ことにより、当該マイクロコンピュータ等を実施例に係る処理部１０として機能させるこ
とも可能である。
【符号の説明】
【００４４】
　１　　第１取得手段（インターフェース）
　２　　第２取得手段
　３　　決定手段（決定部）
　４　　報知手段（報知部）
　５　　第３取得手段
　１０　　処理部
　ＳＳａ、ＳＳｂ　　端末装置
　ＣＳ　　車車間通信システム
　Ｃ０　　自車
　ＣＲ　　交差点
　Ｒ０、Ｒ１　　道路
　Ｈ　　高速道路
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